
「福祉車両」は消費税非課税の場合も 

「8ナンバー車」（ナンバープレートの分類

番号が 8 から始まる車両）は、特定の目的

遂行に必要な特殊な設備を持つ車両です。

救急車や消防車などの緊急車両、レッカー

車や塵芥車などの特殊作業車、その他、霊

柩車や「福祉車両」も含まれます。 

「福祉車両」とは、身体に障害がある方や

高齢の方など、移動に支援が必要な人のた

めに特別な装置や構造を備えた車両の総称

です。介護タクシーやデイサービス送迎、

自家用（8 ナンバーは一部）など多様な種類

があります。車検証の「車体の形状」欄が

「車いす移動車」「入浴車」「身体障害者輸送

車」等になっています。 

このような「福祉車両」は、一定の条件に

当てはまれば、各自治体の助成金や自動車

税の減免などを受けられるケースもあり、

「身体障害者物品」に該当する場合には、消

費税も非課税として取り扱われます。 

非課税となる車両は 2 タイプ 

 詳しくは国税庁ＨＰのタックスアンサー

に解説があります。非課税の対象となるも

のは、国税庁の基準で身体障害者向けに特

殊な装置を備えた車両で、次の 2 つのタイ

プの「福祉車両」が該当します。 

 

⑴ 自操式車両（障害者自身が運転） 

身体障害者による運転に支障がないよう、

道路交通法 91 条の運転免許の条件の趣旨

に従い、身体障害者本人が運転できるよう、

次の装置を備えた乗用車が該当します。 

手動装置（ハンドコントロール）・左足用

アクセル・足踏式方向指示器・右駐車ブレ

ーキレバー・足動装置・運転用改造座席等 

⑵ 車椅子対応搬送車両 

車いす昇降装置（リフト等）と固定装置

（スロープタイプ等）を備え、車いすごと搬

送可能な乗用車（11 人乗り以上は車いす利

用者専用に限定）。回転シートのみや補助ス

テップだけでは対象となりません。 

どんな取引が非課税となるのか？ 

 上記⑴や⑵の車両について行われる次の

資産の譲渡等は消費税の非課税となります。 

・譲渡、貸付け（リース）、改造工事 

・指定修理（自操式の補助手段、車いす昇

降装置等の修理） 

 一般車を「福祉車両」に改造する請負は

非課税取引となります。改造後譲渡も非課

税取引ですが、最初に一般車購入時は課税

取引となります。また、補助装置・部品単体

の譲渡は非課税取引の対象となりません。 
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身体障害者物品に該当するケースあり 

福祉車両と消費税の非課税 

福祉車両専門ディー

ラーや市町村障害福

祉課にご相談を！ 
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